
  
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

青森県消費生
活センターホ
ームページ 

  「食べもの情報」ウソ・ホント   

～「健康的な食生活」とは？～ 

群馬大学名誉教授 

高橋 久仁子 氏 

 

教授 永田均氏 

昭和大学大学院保健医療学
研究科 准教授 

副島 賢和 氏 

『農』の強みと『食』の課題  
～青森の農と食を 

楽しむために～ 

 私たちの暮らしとＳＤＧｓ 
～ 持続可能な社会のために～ 

農産物流通のグローバル化や複

雑化により、｢農｣と｢食｣の関係が

分かりにくくなっています。 

｢農｣と｢食｣をより楽しむため

に、その魅力に迫ります。 

院内学級やホスピタル・クラ
ウンの取組みを通して伝えた
い、あなたと大切な人が元気に
なるキーワード。 
※ドラマ『赤鼻のセンセイ』（日本 
テレビ／09 年）のモチーフとなる。 

消費者庁  
消費者教育推進課  

課長補佐 

中川 壮一 氏 

いつ来るか分からない災害か

ら、自分と家族の命を守るため、 

地域のハザードマップや普段か

らの防災対策、備蓄のポイント

を学びましょう。 

青森中央学院大学 
経営法学部 講師 

庄子 元 氏 

「SDGｓ」には消費生活に関わる「つ

くる責任 つかう責任」という目標が掲

げられています。持続可能な社会の実現

に向けた様々な取組をご紹介します。 

ソナエルワークス代表 

備え・防災アドバイザー 

髙荷 智也 氏 

死なないための防災対策 
～家庭の防災、 

            基礎と優先順位～ 
 

私たちを取り巻く自然の行方 
～ＣＯ２増加がもたらす 

地球環境の変化～ 
 化石燃料の消費によって地球環

境は大きく変化し、ここ青森県でも

海産物の種類に変化が見られます。 

この環境変化に適応して生きて

いくために、さまざまな情報を確認

しましょう。 

涙も笑いも、力になる 
～院内学級の子どもたちが 

           教えてくれた大切なこと～ 
 

＜令和２年度消費者月間(５月)統一テーマ＞ 

豊かな未来へ～「もったいない」から始めよう～ 

令和２年度 青森県消費生活センター 主催 

１講座 
２単位 

５月 ２７日 （水 ） 

６月 １７日 （水 ） 

７月 ２２日 （水 ） 

第１回 
。 

 

第２回 
。 

 

第４回 
。 

 

第５回 
。 

 

第３回 
。 

 

第６回 
。 

 

１０月２1 日（水 ） 

８月 ２６日 （水 ） 

９月 １６日 （水 ） 

「SDGｓ」エスディージーズ 

≪Sustainable Development Goalsの略≫ 

  2015年国連総会で決議された「持

続可能な開発目標」のこと。17の目

標を指針として達成に向けた取組が

世界中で行われています。 

海洋研究開発機構地球環境部門 
むつ研究所アドバイザー 
（元むつ研究所所長） 

渡邉 修一 氏 

会場：県民福祉プラザ ４Ｆ 県民ホール（青森市中央 3-20-30） 

時間：10：00～12：00  定員：３００名（託児所もあります） 

健康によいとされる食べものや

「健康食品」をテレビや広告で見

ない日はありません。 

食の情報を正しく読み解き、「健

康的な食生活」とはどのようなも

のか再確認します。 

 

各講座のアイコン 

は「SDGｓ」の目標を

表わしているんだって！ 

詳しくは外務省ホームページ

「SDGsとは？」をご覧ください。 
≪講座応募については裏面へ≫ 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fblog.livedoor.jp%2Fnpo_oirase%2Farchives%2F792906.html&psig=AOvVaw1bR0Im5PFITstw87_TFFXy&ust=1584664438799000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKClqZumpegCFQAAAAAdAAAAABAN


＊Faxの方は切らずに、そのまま送信してください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住 所 
〒                       

    

氏
ふり

 名
がな

 
 年 代 

（    ）代 
女 ・ 男 

＊車いす席、託児を希望の方は〇で囲んでください 

        車いす席   ・   託 児（託児希望の子ども数      人） 

◆その他◆ 
・車いす席、託児をご希望の方は、申込書に記入していただくか、事務局までお問い合せください。 

・6回のうち５回以上受講された方には修了証をお渡しします。※１講座のみでも受講できます。 

・他の受講生に迷惑となる行為、講座の進行を妨げる行為があった場合には、受講をご遠慮いただく

ことがあります。 

令和２年度 消費生活大学講座 受講申込書 
キリトリ 

ＦＡＸ ０１７－７２２－３４１４ 

個人情報は、本講座のみ使用します。

  

ＴＥＬ（     ）    ―    ＊建物名、部屋番号もありましたらお書きください  

■青森駅前４番乗り場より下記の 

バスで１５分 

【市民病院線】【横内環状線】【問屋町行き】

【大野浜田環状線】 

→「働く女性の家前」下車、徒歩１分 

※駐車スペースが限られておりますので、

公共交通機関をご利用ください。 

◆応募要件◆ 
消費生活に関心がある方ならどなたでも。 

◆申し込み締切◆ 
一次 締め切り ５月１１日（月） 

※以降の申し込みも随時受け付けています。  

◆受講について◆ 
申し込みをされた方には「受講票」を送付します 
ので、講座当日にご持参ください。 

※受講票は 5月１５日以降、順次送付します。 

●消費生活大学講座● 
 私たち「消費者」が、適切な消費

行動をするために、さまざまな知識

や情報を得る場所として、本講座が 

お役に立てることを願っ 

て開催しています。 

メール申込 
ＱＲコード 

◆申し込み方法◆ 

FAX・持参 下記申込書に記入し、事務局までＦＡＸまたは持参してください。 

ハガキ 
「消費生活大学講座申込み」と明記し、住所・氏名・電話番号・年代を

記載し、事務局まで郵送してください 

Ｅ メ ー ル 

件名に「受講申込み」、本文に住所・氏名・電話番号・ 
年代を入力し、「syouhi-daigaku@aca.or.jp」 
まで送信してください。 

◆申し込み先・事務局◆ 
〒030-0822 青森市中央 3-20-30 県民福祉プラザ 5F 

特定非営利活動法人青森県消費者協会（青森県消費生活センター業務受託者） 

TEL：017-722-3348  FAX：017-722-3414     担当： 森 ・ 前

田 

メール申込 
ＱＲコード 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のために入場者の人数を制限させていただく場合がありますのでご了承ください。 


